
木更津市国民保護計画改訂（案）概要について

国民の保護に関する基本指針等の変更に伴う事項

１．安否情報システム関係（Ｐ３０）：基本指針の変更（Ｈ２５．３）
安否情報の収集、整理、報告及び提供において、消防庁が運用する安否
情報システムを利用することを明記するもの。

２．避難行動要支援者関係（Ｐ６６等）：災害対策基本法の一部改正（Ｈ２６．５）
災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者、乳幼児その他の
特に配慮を要する者を「要配慮者」へ、また「要配慮者」のうち避難時に特
に支援が必要な者を、「避難行動要支援者」とし、「避難行動要支援者名
簿」の作成が義務付けられたことに伴い、関係部分を「要配慮者」、「避難
行動要支援者」、「避難行動要支援者名簿」に修正するもの。

３．Em-net・J-ALERT関係（Ｐ６１）：基本指針の変更（Ｈ２５．３）
緊急情報ネットワークシステム（Em-net）・全国瞬時警報システム（J-ALERT）
の運用開始に伴い、運用方法等を明記するもの。

４．大規模集客施設関係（Ｐ５６）：基本方針の変更（Ｈ２５．３）
市は、県から警報の通知を受けたとき、迅速に警報の内容を大規模
集客施設等に伝達する等の内容を追加するもの。

市の組織改正等に伴う変更

本市の組織改正等に伴い「木更津市国民保護対策本部」の部の名称･
分掌事務を修正するもの。

市の現状に合わせた数値等の変更

統計資料の時点修正等に伴い数値を修正するもの。

主な修正内容

法改正・制度廃止等に伴う事項

１．薬事法の改正（Ｐ３８）：薬事法の一部改正（Ｈ２６．１１）
法律名が改称されたことに伴い変更するもの。

３．外国人登録制度の廃止（Ｐ８３）：廃止（Ｈ２４．７）
外国人登録制度が廃止されたことに伴い変更するもの。

２．合同対策協議会との連携（Ｐ５６）：基本指針の変更（Ｈ２５．３）
国が関係機関相互の情報交換を行うため、合同対策協議会を開催する場
合は、市対策本部長又は市対策本部長が指名する本部員が出席し相互に
協力することを追加するもの。

１．国民保護法※１とは
国民保護法は、武力攻撃事態等※２において、国民の生命、身体及び財
産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国・県・
市町村の役割分担やその具体的な措置を規定したものです。平成16年の

国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作
成することが義務付けられました。

２．木更津市国民保護計画修正の背景
木更津市国民保護計画は、武力攻撃事態等において、国の方針に基づ
き、市が国・県・他の市町村や関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に
住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくも
のです。 武力攻撃事態等に対し、木更津市が警報の伝達、避難誘導及
び救援等を的確・円滑に行い、市民の生命、身体及び財産を保護し、被害
を最小にすることを目的としています。 木更津市では、平成１９年３月に
「木更津市国民保護計画」を策定しました。

この度、国の基本指針や災害対策基本法等の改正に伴う県国民保護計
画の変更や、市の組織改正等を受け、本計画の修正を行います。

３．木更津市国民保護計画の構成
第１編 総論
第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等
第２章 国民保護措置に関する基本的な方針
第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等
第４章 木更津市の地理的、社会的特徴
第５章 市国民保護計画が対象とする事態

第２編 武力攻撃事態への備えと対処
第１章 平素からの備え
第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への

対処に関する平素からの備え
第３章 物資及び資材の備蓄、整備
第４章 要配慮者の支援体制の整備
第５章 国民保護に関する啓発

第３編 武力攻撃事態等への対処
第１章 迅速な初動連絡体制の確立及び初動措置
第２章 市対策本部の設置等
第３章 関係機関相互の連携
第４章 警報及び避難の指示等
第５章 救援
第６章 安否情報の収集・提供
第７章 武力攻撃災害への対処
第８章 被災情報の収集及び報告
第９章 保健衛生の確保その他の措置
第10章 国民生活の安定に関する措置
第11章 特殊標章等の交付及び管理

第４編 緊急対処事態への備えと対処
第１章 総論
第２章 緊急事態への対処

第５編 復旧等
第１章 応急の復旧
第２章 武力攻撃災害の復旧
第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等

※１国民保護法･･･法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」で、
平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行された。

※２武力攻撃事態等･･･武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めら
れるに至った事態
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